
平成２７年３月教育委員会議 （第１５回） ＨＰ用 

 

 

議案第１号 「和木町いじめ問題対策協議会規則の制定について」 

 

概  要 

・ 「和木町いじめ問題対策協議会」の目的や委員の任期、運営について定めるもの。 

結 果 

・ 「和木町いじめ問題対策協議会規則」の制定について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第２号 「和木町いじめ問題調査委員会規則の制定について」 

 

概  要 

・ 「和木町いじめ問題調査委員会」の任期や運営について定めるもの。 

結 果 

・ 「和木町いじめ問題調査委員会規則」の制定について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第３号 「和木町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

の制定について」 

 

概  要 

・ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育長が常勤の特別

職となり、職務に専念する義務が課されたことから、職務に専念義務の特例に関する

事項を定めるもの。 

  なお、附則として、現在の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、

本条例の規定は適用しないこととする。 

結 果 

・ 「和木町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則」の制定につ

いて、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第４号 「和木町教育委員会職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則の一

部改正について」 

 

概  要 

・ 早出・遅出など、特別な勤務時間となる幼稚園職員の勤務時間を設定するもの。 

結 果 

・ 「和木町教育委員会職員の勤務時間及び休憩時間等に関する規則」の一部改正につ

いて、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第５号 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の



施行に伴う関係規則の整備等に関する規則の一部改正について」 

 

概  要 

・ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育委員長の廃止と

「新教育長」職の設定に伴い、関係する下記の規則の整備を行うもの。 

 （関係規則） 

  ①和木町教育委員会規則等の公布に関する規則 

  ②和木町教育委員会会議規則 

  ③和木町教育委員会傍聴人規則 

  ④和木町教育委員会事務局事務分掌規則 

  ⑤教育長に対する事務委任規則 

  ⑥和木町教育委員会表彰規則 

  なお、附則として、現在の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、

②③⑤⑥の規定は適用せず、改正前の条例の規定を適用することとする。 

結 果 

・ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係規則の整備等に関する規則」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第６号 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係規程の整備等に関する訓令の一部改正について」 

 

概  要 

・ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、教育長の職務代理者

が非常勤の「あらかじめその指名する委員」となったことに伴い、関係する下記の規

程の整備を行うもの。 

 （関係規程） 

  ①和木町教育委員会事務局決済規程 

  ②和木町教育委員会公印規程 

  ③学校職員に対する旅行命令に係る事務委任規定 

  なお、附則として、現在の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、

①②の規定は適用せず、改正前の条例の規定を適用することとする。 

結 果 

・ 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係規程の整備等に関する訓令」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第７号 「教育委員会事務局等の職員の職の設置等に関する規則の一部改正に

ついて」① 

 

概  要 

・ 町長部局の規則である「職員の職の設置等に関する規則」の規定に合わせて、職名

の変更等を行うもの。 

結 果 

・ 「教育委員会事務局等の職員の職の設置等に関する規則」の一部改正について、原



案のとおり承認する。 

 

 

議案第８号 「教育委員会事務局等の職員の職の設置等に関する規則の一部改正に

ついて」② 

 

概  要 

・ 「和木町教育委員会事務局決済規程」の一部改正を受けて、別表及び条ずれの修正

を行うもの。 

結 果 

・ 「教育委員会事務局等の職員の職の設置等に関する規則」の一部改正について、原

案のとおり承認する。 

 

 

議案第９号 「和木町立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正につ

いて」 

 

概  要 

・ 子育て支援部分休暇が加えられた県の条例改正に伴い、字句や条ずれの修正等、所

要の改正を行うもの。 

結 果 

・ 「和木町立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の一部改正について、原案

のとおり承認する。 

 

 

議案第１０号 「和木町立学校職員服務規程の一部改正について」 

 

概  要 

・ 教育公務員特例法の改正により、結核性疾患の取り扱いが変更になるための変更及

び幼稚園職員についての規程の削除等を行うもの。 

結 果 

・ 「和木町立学校職員服務規程」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第１１号 「学校教育法施行細則の一部改正について」 

 

概  要 

・ 例規の改正による条ずれの改正及び様式の改正等を行うもの。 

結 果 

・ 「学校教育法施行細則」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第１２号 「和木町社会教育委員会議規則の一部改正について」 

 



概  要 

・ 社会教育委員会議が年４回開催となっているものを、現状に合わせて年３回開催と

するもの。 

結 果 

・ 「和木町社会教育委員会議規則」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第１３号 「和木町立幼稚園管理規則の一部改正について」 

 

概  要 

・ 入園資格の適正な記載及び条ずれの改正を行うもの。 

結 果 

・ 「和木町立幼稚園管理規則」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第１４号 「和木町立幼稚園預かり保育条例施行規則の一部改正について」 

 

概  要 

・ 「子ども子育て支援法」の施行により、「預かり保育」を「一時預かり」として実施

するために必要な改正を行うもの。 

結 果 

・ 「和木町立幼稚園預かり保育条例施行規則」の一部改正について、原案のとおり承

認する。 

 

 

議案第１５号 「和木町文化会館条例施行規則の一部改正について」 

 

概  要 

・ 別表に掲げる「使用料を免除する団体」に、スポーツ少年団各部と総合型地域スポ

ーツクラブを追加するもの。 

結 果 

・ 「和木町文化会館条例施行規則」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第１６号 「和木町美術館条例施行規則の一部改正について」 

 

概  要 

・ 別表に掲げる「使用料を免除する団体」に、スポーツ少年団各部と総合型地域スポ

ーツクラブを追加するもの。 

結 果 

・ 「和木町美術館条例施行規則」の一部改正について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案第１７号 「和木町学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正につい



て」 

 

概  要 

・ 別表に掲げる「使用料を免除する団体」に、スポーツ少年団各部と総合型地域スポ

ーツクラブを追加するもの。 

結 果 

・ 「和木町学校施設の開放に関する条例施行規則」の一部改正について、原案のとお

り承認する。 

 

 

議案第１８号 「和木町総合コミュニティセンター条例施行規則の一部改正につい

て」 

 

概  要 

・ 別表に掲げる「使用料を免除する団体」に、スポーツ少年団各部と総合型地域スポ

ーツクラブを追加するもの。 

結 果 

・ 「和木町総合コミュニティセンター条例施行規則」の一部改正について、原案のと

おり承認する。 

 

 

議案第１９号 「和木町結婚祝金支給要綱の廃止について」 

 

概  要 

・ 会議室４について、結婚式使用の廃止に伴い、結婚祝金の支給を取りやめるもの。 

結 果 

・ 「和木町結婚祝金支給要綱」の廃止について、原案のとおり承認する。 

 

 

議案２０号 「平成２７年度和木町教育方針について」 

 

概  要 

・ 「『わきあいあいと学ぶ学校教育』の推進」、「『緑の風薫る文化の町和木町』を支え

る生涯学習環境の整備」、「『尊師親愛生』の教育風土の醸成」の具現化を図るために定

める平成２７年度和木町教育方針について承認を求める。 

結 果 

・ 提案のとおり承認する。 

 

 

報告第１号 「平成２７年度４月１日人事異動について」 

 

概 要 

   ・ 教職員及び町職員の人事異動内容を説明する。 

 



 

報告第２号 「平成２７年第１回和木町議会定例会について」 

 

概 要 

   ・ 全ての議案について承認可決された。 

   ・ 教育委員会関係では、兼本議員、野村議員、小林議員、森脇議員から一般質問があ

った。 

 

 

そ の 他 
 

   ・ 研修会について 

   ・ ４月の行事予定について 


